
広
島
県
訓
令
第
七
号 

本 
 
 

 
 
 

 
 

庁 
 

地 
 

方 
 

機 
 

関 
 

広
島
県
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

令
和
六
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

広
島
県
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

広
島
県
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
（
令
和
二
年
広
島
県
訓
令
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 
 

（
人
事
評
価
の
実
施
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
定
期
評
価
は
、
目
標
申
告
・
成
果
評
価
及

び
取
組
状
況
評
価
と
す
る
。 

  

（
対
象
者
） 

第
三
条 

目
標
申
告
・
成
果
評
価
及
び
取
組
状
況
評
価

は
、
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、

実
施
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

  

（
評
価
期
間
及
び
基
準
日
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

取
組
状
況
評
価
の
評
価
期
間
は
、
別
表
第
一
上
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
期
間

と
し
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
日
を
基
準
日
と
す
る
。 

  

（
目
標
申
告
・
成
果
評
価
の
方
法
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

目
標
申
告
・
成
果
評
価
は
、
短
時
間
勤
務
会
計
年

度
任
用
職
員
ご
と
に
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
目

標
申
告
・
成
果
評
価
シ
ー
ト
（
以
下
「
シ
ー
ト
」
と

い
う
。
）
に
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

目
標
申
告
・
成
果
評
価
に
お
け
る
評
価
の
基
準
は
、 

 

別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
取
組
状
況
評
価
の
方
法
） 

第
六
条 

取
組
状
況
評
価
は
、
当
該
評
価
期
間
に
お
い

て
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
業
務
遂
行
の

状
況
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

取
組
状
況
評
価
は
、
絶
対
評
価
で
評
価
す
る
。 

３ 

取
組
状
況
評
価
は
、
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用

 

（
人
事
評
価
の
実
施
） 

第
二
条 
（
略
） 

２ 

前
項
の
定
期
評
価
は
、
目
標
申
告
・
成
果
評
価
と

す
る
。 

 
 

（
対
象
者
） 

第
三
条 

目
標
申
告
・
成
果
評
価
は
、
短
時
間
勤
務
会

計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
実
施
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
評
価
期
間
及
び
基
準
日
） 

第
四
条 

（
略
） 

    

（
目
標
申
告
・
成
果
評
価
の
方
法
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

目
標
申
告
・
成
果
評
価
は
、
短
時
間
勤
務
会
計
年

度
任
用
職
員
ご
と
に
、
別
記
様
式
に
よ
る
目
標
申
告

・
成
果
評
価
シ
ー
ト
（
以
下
「
シ
ー
ト
」
と
い
う
。

）
に
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

目
標
申
告
・
成
果
評
価
に
お
け
る
評
価
の
基
準
は
、 

 

別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。 

       



職
員
ご
と
に
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
目
標
申
告

・
成
果
評
価
の
取
組
状
況
に
係
る
評
価
票
（
以
下
「

取
組
状
況
評
価
票
」
と
い
う
。
）
に
記
入
す
る
も
の

と
す
る
。 

４ 

取
組
状
況
評
価
に
お
け
る
評
価
の
基
準
は
、
別
表

第
三
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
評
価
者
及
び
確
認
者
） 

第
七
条 

目
標
申
告
・
成
果
評
価
及
び
取
組
状
況
評
価 

 

に
お
い
て
は
、
別
表
第
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、 

 

評
価
者
を
置
く
。 

２ 

目
標
申
告
・
成
果
評
価
及
び
取
組
状
況
評
価
の
公

正
を
期
す
る
た
め
、
別
表
第
五
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
評
価
者
の
行
っ
た
評
価
内
容
を
確
認
す
る
者

（
以
下
「
確
認
者
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

３ 

（
略
） 

４ 

評
価
者
は
、
被
評
価
者
の
業
務
遂
行
の
状
況
に
つ

い
て
、
公
正
な
評
価
を
行
っ
て
取
組
状
況
評
価
票
に

記
録
し
、
こ
れ
を
確
認
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

５ 

確
認
者
は
、
シ
ー
ト
又
は
取
組
状
況
評
価
票
（
以

下
「
シ
ー
ト
等
」
と
い
う
。
）
の
記
載
内
容
を
確
認

し
た
上
で
、
シ
ー
ト
等
を
総
務
局
人
事
課
長
（
以
下

「
人
事
課
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

  

（
評
価
結
果
の
調
整
） 

第
八
条 

人
事
課
長
は
、
評
価
者
が
行
っ
た
目
標
申
告

・
成
果
評
価
又
は
取
組
状
況
評
価
に
つ
い
て
不
均
衡

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
調
整
す
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
人
事
課
長
は
、
そ

の
適
当
と
認
め
る
所
見
を
シ
ー
ト
等
に
付
記
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

（
シ
ー
ト
等
の
確
認
） 

第
九
条 

総
務
局
長
は
、
シ
ー
ト
等
を
審
査
し
、
適
当

と
認
め
る
と
き
は
こ
れ
を
確
認
し
、
適
当
と
認
め
な

い
と
き
は
評
価
者
又
は
人
事
課
長
に
再
評
価
又
は
再

調
整
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

シ
ー
ト
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
さ
れ
た

後
は
、
事
務
上
の
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
の
ほ
か
、
そ

の
記
録
の
訂
正
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

（
シ
ー
ト
等
の
効
力
） 

第
十
条 

シ
ー
ト
等
は
、
当
該
評
価
期
間
中
の
短
時
間

勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
成
績
を
示
す
も
の

と
す
る
。 

 

（
評
価
結
果
の
取
扱
い
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

シ
ー
ト
等
は
、
人
事
記
録
と
し
て
作
成
後
二
年
間

総
務
局
人
事
課
に
お
い
て
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
・
第
十
三
条 

（
略
） 

 

       

（
評
価
者
及
び
確
認
者
） 

第
六
条 

目
標
申
告
・
成
果
評
価
に
お
い
て
は
、
別
表

第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
評
価
者
を
置
く
。 

 

２ 

目
標
申
告
・
成
果
評
価
の
公
正
を
期
す
る
た
め
、

別
表
第
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
評
価
者
の
行

っ
た
評
価
内
容
を
確
認
す
る
者
（
以
下
「
確
認
者
」

と
い
う
。
）
を
置
く
。 

３ 

（
略
） 

    
４ 
確
認
者
は
、
シ
ー
ト
の
記
載
内
容
を
確
認
し
た
上

で
、
シ
ー
ト
を
総
務
局
人
事
課
長
（
以
下
「
人
事
課

長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

（
評
価
結
果
の
調
整
） 

第
七
条 

人
事
課
長
は
、
評
価
者
が
行
っ
た
目
標
申
告

・
成
果
評
価
に
つ
い
て
不
均
衡
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
こ
れ
を
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
人
事
課
長
は
、
そ
の
適
当
と
認
め
る
所

見
を
シ
ー
ト
に
付
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
シ
ー
ト
の
確
認
） 

第
八
条 

総
務
局
長
は
、
シ
ー
ト
を
審
査
し
、
適
当
と

認
め
る
と
き
は
こ
れ
を
確
認
し
、
適
当
と
認
め
な
い

と
き
は
評
価
者
又
は
人
事
課
長
に
再
評
価
又
は
再
調

整
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

シ
ー
ト
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
後

は
、
事
務
上
の
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
の
ほ
か
、
そ
の

記
録
の
訂
正
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

（
シ
ー
ト
の
効
力
） 

第
九
条 

シ
ー
ト
は
、
当
該
評
価
期
間
中
の
短
時
間
勤

務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
成
績
を
示
す
も
の
と

す
る
。 

 

（
評
価
結
果
の
取
扱
い
） 

第
十
条 

（
略
） 

   

第
十
一
条
・
第
十
二
条 

（
略
） 

 



別
記
様
式
を
別
記
様
式
第
一
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

 
 

 
 別

表
第
一
（
第
四
条
関
係
） 

区
分 

評
価
期
間 

基
準
日 

中
間
評

価 
四
月
一
日
又
は
任
期
が

開
始
す
る
日
の
い
ず
れ

か
遅
い
日
か
ら
九
月
三

十
日
又
は
任
期
が
終
了

す
る
日
の
い
ず
れ
か
早

い
日
ま
で 

九
月
三
十
日

又
は
任
期
が

終
了
す
る
日

の
い
ず
れ
か

早
い
日 

期
末
評

価 

十
月
一
日
又
は
任
期
が

開
始
す
る
日
の
い
ず
れ

か
遅
い
日
か
ら
三
月
三

十
一
日
又
は
任
期
が
終

了
す
る
日
の
い
ず
れ
か

早
い
日
ま
で 

三
月
三
十
一

日
又
は
任
期

が
終
了
す
る

日
の
い
ず
れ

か
早
い
日 

 

                 

別
表
第
２
（
第
５
条
関
係
）
 
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
５
条
関
係
）
 
（
略
）
 

 

別
表
第
三
（
第
六
条
関
係
） 

評
価 

評
価
基
準 

Ｓ 

服
務
規
律
を
遵
守
し
、
目
標
達
成
に
向
け
、 

他
の
職
員
の
模
範
に
な
る
水
準
で
問
題
な

く
業
務
遂
行
で
き
て
い
る
。 

Ａ 

服
務
規
律
を
遵
守
し
、
目
標
達
成
に
向
け
、 

大
き
な
問
題
な
く
業
務
遂
行
で
き
て
い
る
。 

Ｂ 

目
標
達
成
に
向
け
、
失
敗
や
問
題
点
が
多

く
業
務
に
支
障
を
来
し
て
お
り
、
か
つ
目

標
達
成
に
向
け
て
取
り
組
む
意
思
も
全
く

認
め
ら
れ
な
い
。 

 

              

別
表
第
四
（
第
七
条
関
係
） 

（
略
） 

 

別
表
第
五
（
第
七
条
関
係
） 

（
略
） 

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
） 

（
略
） 

 

別
表
第
三
（
第
六
条
関
係
） 

（
略
） 

 
 



様式第２号（第６条関係） 

  



附 

則 

 
こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 




